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共同活動支援交付金に係る業務方法書

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会

第１章 総 則

（目的）

第１条 本業務方法書は、農地・水・環境保全向上対策実施要綱（平成１９年３月３０日付け１８農

振第１７７７号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）、農地・水・環境保全向上対

策交付金交付要綱（平成１９年４月２日付け１８農振第１８６８号農林水産事務次官依命通知。以下

「交付要綱」という。）及び農地・水・環境保全向上対策実施要領（平成１９年３月３０日付け１８

農振第１７７８号生産局長、農村振興局長通知。以下「実施要領」という。）に基づき､北海道農地・

水・環境保全向上対策協議会（以下「道協議会」という。）が行う共同活動支援交付金（以下「交付

金」という。）に係る業務の方法について基本的事項を定め､もってその業務の適正な運営に資するこ

とを目的とする。

（業務運営の基本方針）

第２条 道協議会は、その行う業務の重要性にかんがみ、実施要綱、交付要綱、実施要領、共同活動

支援交付金等の交付決定に当たって農林水産省農村振興局長（以下「農村振興局長」という。）、北海

道知事及び市町村長から付された条件、本業務方法書その他の法令等を遵守し、関係機関との緊密な

連絡の下に資金を安全に管理しつつ、実施要綱別紙１の第４の２に定める対象活動組織（以下「対象

活動組織」という。）に対する交付金の交付その他の業務を適正かつ効率的に運営しなければならな

い。

２ 道協議会は、実施要綱、実施要領その他法令等を遵守する対象活動組織が、本業務方法書に定めた

手続きに従って交付金の交付の対象となる活動を行う場合、交付金を交付するものとする。

第２章 事業の実施

（実施方針等）

第３条 北海道農地・水・環境保全向上対策協議会長（以下「道協議会長」という。）は､実施要領第

４の２の（１）に定めるところにより実施方針を作成し、総会の議決を得、国の承認を受けた後、道

協議会に備え置き、広く閲覧が可能なものとする。また、実施方針を変更した場合も、上記に準じる

ものとする。

２ 道協議会長は、実施要領第４の２の（３）に定めるところにより地域活動指針及び地域活動指針に

基づき定める要件等を策定し、国の承認を受けた後、道協議会に備え置き、広く閲覧が可能なものと

する。

３ 道協議会長は、実施要領第４の６に定めるところにより特認要件に関する地方裁量を活用する理由、

特認要件の適用水準に応じた拡大面積の下限値等を定め、総会の議決を得、国の承認を受けた後、道

協議会に備え置き、広く閲覧が可能なものとする。
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（資金等の管理）

第４条 道協議会は、国の交付金の交付を受け、積み立てた資金と道及び市町村の共同活動支援に係

る補助金等について、共同活動支援交付金会計を設けて管理するものとする。この際、収入及び支出

の状況及び財政状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設けることとする。

２ 道協議会は、交付金は共同活動支援交付金会計から交付するものとする。また、共同活動支援交付

金会計の資金等を当該使途以外の使途に使用してはならない。

３ 道協議会は、第１項の資金等を金融機関への預金により管理するものとする。

４ 道協議会は、第１項の資金等の運用により生じた運用益を資金等に繰り入れるものとする。

５ 道協議会は、国の交付金の交付を受け、積み立てた資金について平成２３年度末に残額が生じたと

きは、当該残額を国に返還するものとする。

（交付金に係る採択申請及び採択決定）

第５条 交付金の交付を受けようとする対象活動組織の代表者は、実施要領第４の８の（１）に基づ

き、共同活動支援交付金に係る採択申請書（様式第１号）を、採択を受けようとする年度の６月３０

日（平成１９年度においては、当該年度の８月３１日）までに、関係市町村長を経由して道協議会長

に提出するものとする。その際、実施要綱別紙１第４の２の（１）の規約（以下「規約」という。）

（様式第２号、営農活動支援交付金を併せて申請する対象活動組織にあっては、様式第３号）及び実

施要綱別紙１第４の３を備える協定（以下「協定」という。）（以下の条件により様式第４号、第５号、

第６号、第７号のいずれかを選択し、実施要綱別紙１第４の４の（２）に定める促進費対象活動等を

実施する場合は、様式第８号を添付。）を添付するものとする。

選択する協定の様式は次のとおりとする。

（１）実施要綱別紙１第４のイに定める集落協定等関連対象活動組織に該当しない場合（様式第４

号）

（２）実施要綱別紙１第４のイに定める集落協定等関連対象活動組織に該当する場合（様式第５

号）

（３）（１）に該当し、営農活動支援交付金を併せて申請する対象活動組織（様式第６号）

（４）（２）に該当し、営農活動支援交付金を併せて申請する対象活動組織（様式第７号）

２ 道協議会長は、前項の申請を受けたときは、申請書を審査の上、当該対象活動組織に交付金を交付

することが適当と認められるときは、採択決定し、実施要領第４の８の（２）に基づき、速やかに関

係市町村長を経由して、対象活動組織の代表者に共同活動支援交付金に係る採択通知書（様式第９

号）を通知するものとする。

３ 対象活動組織の代表者は、第１項により道協議会長に提出した協定のうち交付金の交付金額及び交

付に係る要件に該当する変更があった場合は、実施要領第４の８の（３）に基づき、速やかに関係市

町村長を経由して、道協議会長に共同活動支援交付金に係る採択変更承認申請書（様式第１０号）を

提出しなければならない。
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４ 道協議会長は、前項の申請があり、その内容が適切であると認められるときは、これを承認し、実

施要領第４の８の（３）に基づき、速やかに関係市町村長を経由して、対象活動組織の代表者に共同

活動支援交付金に係る採択変更承認通知書（様式第１１号）を通知するものとする。

５ 対象活動組織の代表者は、第１項により道協議会長に提出した規約又は協定のうち交付金の交付金

額及び交付に係る要件に該当しない変更をしたときは、実施要領第４の８の（３）に基づき、関係市

町村長を経由して、共同活動支援交付金に係る採択変更届出書（様式第１２号）を道協議会長に提出

するものとする。ただし、営農活動支援交付金に係る業務方法書の規定により規約又は協定の変更の

届出を行った場合においては、本項による届出は行われたものとみなす。

（交付金に係る交付申請及び決定）

第６条 対象活動組織の代表者は、交付金の交付を受けようとする年度の４月３０日までに、関係市

町村長を経由して、共同活動支援交付金に係る交付金交付申請書（様式第１３号）を道協議会長に

提出するものとする。

なお、採択を受けようとする対象活動組織の代表者は、前条第１項に基づく共同活動支援交付金

に係る採択申請書（様式第１号）を提出後、速やかに共同活動支援交付金に係る交付金交付申請書

（様式第１３号）を関係市町村長を経由して、道協議会長に提出するものとする。この場合、必要

に応じて採択申請に係る手続きと交付金交付申請に係る手続きを同時に行うこともできるものとす

る。

２ 道協議会長は、対象活動組織の代表者から前項の申請があり、その内容が適正であると認めた場合

には、第４条第１項の共同活動支援交付金会計の予算の範囲内において、交付決定するとともに、

速やかに関係市町村長を経由して、対象活動組織の代表者に指令書（様式第１４号）を交付するも

のとする。

３ 対象活動組織の代表者は、前条第３項に基づき共同活動支援交付金の交付金額の変更（年度当たり

交付金額の総額の変更に限る。）に係る採択変更承認申請を行う場合は、速やかに関係市町村長を経

由して、共同活動支援交付金に係る交付金変更承認申請書（様式第１５号）を道協議会長に提出す

るものとする。この場合、必要に応じて採択変更に係る手続きと交付金変更承認申請に係る手続き

を同時に行うこともできるものとする。

４ 道協議会長は、対象活動組織の代表者から前項の申請があり、その内容が適正であると認めた場合

には、第４条第１項の共同活動支援交付金会計の予算の範囲内において、交付変更決定をするとと

もに、速やかに関係市町村長を経由して、対象活動組織の代表者に変更指令書（様式第１６号）を

交付するものとする。

５ 道協議会長は、第２項及び第４項の交付決定等の際に予算の都合により一部の交付決定等となった

場合は、予算の都合が付き次第、交付変更決定をするとともに、速やかに関係市町村長を経由して、

対象活動組織の代表者に変更指令書（様式第１７号）を交付するものとする。
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（交付金に係る概算払申請及び支払）

第７条 対象活動組織の代表者は、概算払の申請をしようとするときは、第６条第２項の交付金交付

決定通知書受領後、別途定める日までに、様式第１８号により関係市町村長を経由して道協議会長に

提出するものとする。

２ 道協議会長は、対象活動組織の代表者から前項の申請があり、その内容が適正であると認めた場合

には、第４条第１項の共同活動支援交付金会計の資金等の範囲内において、速やかに交付金を対象活

動組織に交付するとともに、様式第１９号により関係市町村長を経由して通知するものとする。この

際、支出勘定科目を明確にしておくこととする。

（交付金の返還等）

第８条 対象活動組織が交付金の対象となる活動を実施するに当たり、協定で定められた事項が遵守

されていない場合等には、道協議会長は、交付した交付金の全部又は一部について、返還等の措置を

講じるものとする。

２ 返還の措置を講じる場合、道協議会長は対象活動組織への交付金の交付を停止し、遵守されていな

い事項、返還の額及び返還の期日を記載した書面を関係市町村長を経由して、対象活動組織の代表者

に送付しなければならない。

３ 前項の交付金の返還を求められた対象活動組織は、前項の期日までに求められた額を道協議会に返

還しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、対象活動組織の代表者は、道協議

会長に対し、関係市町村長を経由して期日の延長を求めることができる。この措置を求める場合には、

対象活動組織の代表者は、期日までに返還できない理由を記載した書面を返還の期日の前日までに、

関係市町村長を経由して道協議会長に提出しなければならない。

４ 道協議会長は、前項の期日の延長を求められた場合には、その理由が真にやむを得ない事情である

と認められるときにあってはこれを認め、改めて、返還の期日を記載した書面を関係市町村長を経由

して対象活動組織の代表者に送付するものとし、真にやむを得ない事情であると認められないときに

あってはその旨を関係市町村長を経由して対象活動組織の代表者に通知しなければならない。

５ 第２項から第４項までの手続きにより対象活動組織から返還があった場合、道協議会長は、対象活

動組織の代表者の交付金の再開に係る意思を関係市町村長を経由して確認し、第６条の１の手続きを

経た後、交付金の交付を再開するものとする。ただし、体制整備構想（案）及び体制整備構想が作成

されずに返還に至った場合は再開しない。

６ 第１項において、自然災害等やむを得ない理由が認められる場合は、交付金の返還を免除すること

とする。ただし、災害からの復旧等を除き、当該年度以降の交付金の交付は行わないこととする。

第３章 報 告 等

（実施状況の報告）

第９条 対象活動組織の代表者は、毎年度、実施要領第４の９の（１）に基づき、共同活動支援交付
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金に係る実施状況報告書（様式第２０号）を作成し、関係市町村長が定める日までに、関係市町村

長に提出するものとする。

２ 関係市町村長は、協定に定められた事項の実施状況の確認を終え、かつ、対象活動組織の代表者か

ら前項の報告があった場合は、その内容を審査の上、速やかにその確認結果について、４月２５日ま

でに対象活動組織の代表者に対し、様式第２１号により通知し、また、道協議会長に対し、共同活動

支援交付金に係る実施状況調書（様式第２３号）を添付の上、４月２５日までに様式第２２号で報告

するものとする。

３ 対象活動組織の代表者は、毎年度、実施要領第４の１５の（１）のアに基づき、共同活動支援交付

金に係る実施状況調書（様式第２３号）を作成し、第１項による実施状況の報告に添付の上、同項の

関係市町村長が定める日までに、関係市町村長に提出するものとする。

４ 道協議会長は、必要に応じて対象活動組織の代表者に対し、関係市町村長を経由して、交付金の実

施状況について、報告することを求めることができる。

（体制整備構想）

第１０条 対象活動組織の代表者は、実施要領第４の３の（３）のアに基づき、様式第２４号により

体制整備構想（案）を作成し、協定締結年次から起算して第３年度の２月末日までに、関係市町村長

を経由して道協議会長に届け出るものとする。

２ 対象活動組織の代表者は、実施要領第４の３の（３）のイに基づき、様式第２５号により体制整備

構想を取りまとめ、協定締結年次から起算して第５年度の２月末日までに、関係市町村長を経由して

道協議会長に承認を申請するものとする。

３ 道協議会長は、前項により申請があった体制整備構想について、その内容が適切であると認められ

る場合には、速やかにこれを承認し、様式第２６号により関係市町村長を経由して対象活動組織に通

知するものとする。

（指導・助言）

第１１条 対象活動組織の代表者は、活動計画の策定等にあたっては、北海道や市町村などの関係機

関の指導・助言を受けるものとする。

第４章 雑 則

（事業期間）

第１２条 本対策の業務期間は、平成１９年度から平成２３年度までの５年間とするものとする。

（その他）

第１３条 本対策の実施に関し必要な事項は、この業務方法書に定めるもののほか、道協議会長が別

に定めるところによるものとする。
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附 則（平成１９年４月１６日）

この業務方法書は、平成１９年４月１６日から施行する。

附 則（平成２０年４月７日）

１ この業務方法書は、農林水産省農村振興局長の承認の日（平成２０年４月７日）から施行する。

２ この業務方法書の改正前の様式によって行われる手続きその他の行為は、当分の間、この業務方

法書の改正後の相当様式によって行われるものとみなす。

附 則（平成２１年４月１０日）

１ この業務方法書は、農林水産省農村振興局長の承認の日（平成２１年４月１０日）から施行する。

２ この業務方法書の改正前の様式によって行われる手続きその他の行為は、当分の間、この業務方

法書の改正後の相当様式によって行われるものとみなす。

３ この業務方法書の改正前の規定によってされた処分、手続きその他の行為は、この業務方法書の

改正後の相当規定によってされた処分、手続きその他の行為とみなす。


